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訂正表

表 12-3は平成 26年度介護報酬改定に伴い修正いたします．下表に差し替えをお願いいたします．

（2015年 4月　南江堂）

表 12̶3　理学療法に関する介護報酬（平成 26年度　介護報酬改定）

①居宅サービス関係
　訪問看護事業所からの派遣による理学療法 （30分未満）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （30分以上 60分未満）
　訪問リハビリテーション
　サービス提供体制強化加算
　介護老人保健施設からの訪問リハビリテーション
　通所リハビリテーション（1時間以上 2時間未満）
　　※個別リハビリテーションを 20分以上実施した場合に限り算定
　理学療法士等体制強化加算
　リハビリテーションマネジメント加算
　短期集中リハビリテーション実施加算（3月以内）
　個別リハビリテーション加算
　認知症短期集中リハビリテーション実施加算

425単位 /日
830単位 /日
305単位 /回

6単位 /回

30単位 /日
230単位 /月
240単位 /日

80単位 /日
240単位 /日

②短期入所療養介護
 1）介護老人保健施設
　個別リハビリテーション実施加算
　短期集中リハビリテーション実施加算（入所日から 3月以内）
　認知症短期集中リハビリテーション実施加算（入所日から 3月以内）

240単位 /日
240単位 /日
240単位 /日

 2）病院，診療所
　理学療法（Ⅰ）
　理学療法（Ⅱ）
　言語聴覚療法
　摂食機能療法
　集団コミュニケーション療法

123単位 /回
73単位 /回

203単位 /回
208単位 /回

50単位 /回

 3）介護療養型医療施設
　理学療法（Ⅰ）
　理学療法（Ⅱ）
　作業療法
　言語聴覚療法
　摂食機能療法（月 4回まで，1回 20分以上）
　集団コミュニケーション療法（1日 3回まで，1回 20分以上）
　短期集中リハビリテーション実施加算（入院日から起算して 3月以内）
　認知症短期集中リハビリテーション実施加算

123単位 /回
73単位 /回

123単位 /回
203単位 /回
208単位 /回

50単位 /回
240単位 /日
240単位 /日

※下線部は変更された箇所


